
1 

 

 

 

 

 

 

 

電 気 需 給 約 款 

 

2023 年 9月 1日実施 

秦野ガス株式会社 

 



2 

 

 

目次 

 

I 総則 .................................................................................................................................. 4 

1 適用 ............................................................................................................................... 4 

2 定義 ............................................................................................................................... 4 

3 単位および端数処理 ..................................................................................................... 7 

4 本約款等の変更 ............................................................................................................ 7 

5 実施細目 ....................................................................................................................... 8 

II 電気需給契約 .................................................................................................................... 9 

6 電気需給契約の申し込み .............................................................................................. 9 

7 電気需給契約の成立 ..................................................................................................... 9 

8 電気需給契約の単位 ..................................................................................................... 9 

9 電気の需給開始 ............................................................................................................ 9 

10 供給の単位 .................................................................................................................. 10 

III 電気料金メニュー等 ....................................................................................................... 11 

11 電気料金メニュー ....................................................................................................... 11 

12 付帯メニュー .............................................................................................................. 11 

13 オプションサービス ................................................................................................... 11 

IV 電気料金の計算および支払い ........................................................................................ 12 

14 電気の検針 .................................................................................................................. 12 

15 電気の使用期間 .......................................................................................................... 12 

16 電気の計量 .................................................................................................................. 12 

17 電気料金の計算 .......................................................................................................... 13 

18 日割計算 ..................................................................................................................... 13 

19 支払義務発生日 .......................................................................................................... 13 

20 支払期限日 .................................................................................................................. 13 

21 電気料金の支払方法および支払日 ............................................................................. 14 

22 電気料金の支払がない場合の取扱い .......................................................................... 14 

23 電気料金の支払い順序 ................................................................................................ 14 

V 電気の使用および供給 ................................................................................................... 15 

24 適正契約の保持 .......................................................................................................... 15 

25 違約金 ......................................................................................................................... 15 

26 使用の制限もしくは中止 ............................................................................................ 15 

27 損害賠償の免責 .......................................................................................................... 15 

28 設備の賠償 .................................................................................................................. 16 

VI 電気需給契約の変更および解約..................................................................................... 17 



3 

 

 

29 他の電気料金メニューへの変更 ................................................................................. 17 

30 電気需給契約名義の変更 ............................................................................................ 17 

31 お客さまからの電気需給契約の解約 .......................................................................... 17 

32 当社からの電気需給契約の解約等 ............................................................................. 18 

33 電気需給契約解約後の債権債務関係 .......................................................................... 20 

VII その他 ............................................................................................................................. 21 

34 需給地点および施設 ................................................................................................... 21 

35 工事費負担金 .............................................................................................................. 21 

36 需給開始に至らないで電気需給契約を解約する場合等の費用の申受け ................... 22 

37 電気需給にともなうお客さまの協力 .......................................................................... 22 

38 消費税法改正の場合の取扱い ..................................................................................... 24 

39 専属的合意管轄裁判所 ................................................................................................ 24 

40 反社会勢力の排除 ....................................................................................................... 24 

付則 ........................................................................................................................................ 26 

1 本約款の実施期日 ....................................................................................................... 26 

2 送配電事業者 .............................................................................................................. 26 

3 取次契約を締結する小売電気事業者 .......................................................................... 26 

4 電気需給契約上の地位の移転 ..................................................................................... 26 

5 記録型計量器以外の計量器で計量する場合の特別措置 ............................................ 26 

別表 ........................................................................................................................................ 29 

1 電気料金の支払方法および支払日 ............................................................................. 29 

電気料金の支払方法および支払日は以下の通りとなります。ただし、お客さまの電気の使

用用途等により、当社が別途認めた場合はこの限りではありません。なお、支払方法のお

申し込みが無い場合は、原則として(3)払込みの方法によりお支払いいただきます。 ... 29 

2 再生可能エネルギー発電促進賦課金 .......................................................................... 30 

 



4 

 

 

I 総則 

1  適用  

（ 1）  こ の 電 気 需 給 約 款（ 以下「 本 約 款 」と い い ます 。）は 、当 社 が 、低圧 需

要 に 応 じ て 、一 般送 配電 事 業 者 の 託 送 供 給等約 款（ 以 下「託 送 約 款」と い

い ま す 。）に 定 め る 託送 供 給 に よ り 、当 社 が取 次 契 約 を 締 結 す る 小売 電 気

事 業 者（ 以 下「 本 小 売電 気 事 業 者 」と い い ます 。）が 供 給 す る 電気を 小 売

す る と き の 需 給 条 件を定 め た も の で す 。  

（ 2）  本 約 款 は 、神 奈 川県 に適 用 し ま す 。た だし 、離 島（ そ の 区 域 内に おい て

自 ら が 維 持 し、及 び 運用 す る 電 線 路 が 自 らが維 持 し 、及 び運 用 す る主 要 な

電 線 路 と 電 気 的 に 接 続 さ れ て い な い 離 島 と し て 経 済 産 業 省 令 で 定 め る も

の に 限 り ま す。） は 除き ま す 。  

 

2  定義  

次 の 言 葉 は 、 本 約 款 等 に お い て そ れ ぞ れ 次 の 意 味 で 使 用 し ま す 。  

（ 1）  一 般 送 配 電 事 業 者  

1（ 適 用 ） (2)に お い て定 め る 地 域 の 一 般 送配電 事 業 を 営 む こ と につい

て 電 気 事 業 法 第 3 条 の許 可 を 受 け た 事 業 者をい い ま す 。  

（ 2）  低 圧  

標 準 電 圧 100 ボ ル ト また は 200 ボ ル ト を い いま す 。  

（ 3）  需 要 場 所  

託 送 約 款 に 定 め る 需要場 所 を い い ま す 。  

（ 4）  電 灯  

白 熱 電 球 、 け い 光 灯、ネ オ ン 管 灯 、 水 銀 灯等の 照 明 用 電 気 機 器 （付属

装 置 を 含 み ま す。） をい い ま す 。  

（ 5）  小 型 機 器  

主 と し て 住 宅 、 店 舗、事 務 所 等 に お い て 単相で 使 用 さ れ る 、 電 灯以外

の 低 圧 の 電 気 機 器 をいい ま す 。 た だ し 、 急激な 電 圧 の 変 動 等 に より他 の

お 客 さ ま の 電 灯 の 使用を 妨 害 し 、 ま た は 妨害す る お そ れ が あ り 、電灯 と

併 用 で き な い も の は除き ま す 。  
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（ 6）  動 力  

電 灯 お よ び 小 型 機 器以外 の 電 気 機 器 を い います 。  

（ 7）  契 約 負 荷 設 備  

契 約 上 使 用 で き る 負荷設 備 を い い ま す 。  

（ 8）  契 約 主 開 閉 器  

契 約 上 設 定 さ れ る しゃ断 器 で あ っ て 、 定 格電流 を 上 回 る 電 流 に 対して

電 路 を し ゃ 断 し 、 お客さ ま に お い て 使 用 する最 大 電 流 を 制 限 す るもの を

い い ま す 。  

（ 9）  契 約 電 流  

契 約 上 使 用 で き る 最大電 流 （ ア ン ペ ア ） をいい 、 交 流 単 相 2 線 式 標準

電 圧 100 ボ ル ト に 換 算し た 値 と し ま す 。  

（ 10）  契 約 容 量  

契 約 上 使 用 で き る 最大容 量 （ キ ロ ボ ル ト アンペ ア ） を い い ま す 。  

（ 11）  契 約 電 力  

契 約 上 使 用 で き る 最大電 力 （ キ ロ ワ ッ ト ）をい い ま す 。  

（ 12）  契 約 電 力 等  

契 約 電 流 、 契 約 容 量およ び 契 約 電 力 を 総 称した も の を い い ま す 。  

（ 13）  電 気 料 金 メ ニ ュ ー  

電 気 料 金 メ ニ ュ ー 定義書 ご と に 定 め る 基 本料金 、 電 力 量 料 金 等 お客さ

ま へ 電 気 を 小 売 す るとき の 料 金 そ の 他 の 条件を い い ま す 。  

（ 14）  付 帯 メ ニ ュ ー  

電 気 料 金 メ ニ ュ ー ごとに 付 帯 す る 割 引 等 の条件 を い い ま す 。  

（ 15）  オ プ シ ョ ン メ ニ ュ ー  

当 社 も し く は 当 社 が委託 す る サ ー ビ ス 提 供会社 が 提 供 す る サ ー ビスを

い い ま す 。  

（ 16）  電 気 料 金  

本 約 款 に も と づ き 、電気 料 金 メ ニ ュ ー を 適用し 、 お 客 さ ま の 電 気のご

使 用 状 況 に 応 じ て 計算さ れ る 料 金 を い い ます。  

（ 17）  ガ ス 料 金  

当 社 の 都 市 ガ ス 需 給、簡 易 ガ ス 供 給 ま た は特定 ガ ス 供 給 に 関 す る約款

に 基 づ く 契 約 ま た は当社 の 「 Ｌ Ｐ ガ ス 販 売契約 書 」 ま た は 「 Ｌ Ｐガス 販
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売 及 び 設 備 貸 与 契 約書」 に 基 づ く 契 約 （ 以下「 ガ ス 使 用 契 約 」 といい 、

こ の う ち 都 市 ガ ス 需給に 関 す る 約 款 に 基 づく契 約 に 限 定 す る 場 合は「 都

市 ガ ス 使 用 契 約 」 といい ま す 。） によ り 計 算さ れ る 料 金 を い い ます。  

（ 18）  料 金  

電 気 料 金 お よ び ガ ス料金 を 総 称 し た も の をいい ま す 。  

（ 19）  合 算 払 い  

料 金 を 、 ク レ ジ ッ トカー ド 払 い の 場 合 は 同一の ク レ ジ ッ ト カ ー ドに

て 、 口 座 振 替 払 い の場合 は 同 一 の 口 座 か らの振 替 に て 、 払 込 み の場合 は

同 一 の 様 式 に て 、 同時に 支 払 う こ と を い います 。  

（ 20）  合 算 メ ニ ュ ー  

ガ ス 料 金 と 電 気 料 金の合 算 払 い を 適 用 条 件とし た 付 帯 メ ニ ュ ー を総称

し た も の を い い ま す。  

（ 21）  再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー発電 促 進 賦 課 金  

再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー電気 の 利 用 の 促 進 に 関する 特 別 措 置 法 （ 以 下「再

生 可 能 エ ネ ル ギ ー 特別措 置 法 」 と い い ま す。） 第 36 条 第 1 項 に 定 め る 賦

課 金 を い い ま す 。  

（ 22）  供 給 条 件 の 説 明  

電 気 事 業 法 第 2 条 の 13 に 定 め る 電 気 料 金 その 他 供 給 条 件 の 説 明 をい

い ま す 。  

（ 23）  契 約 締 結 前 の 書 面 交付  

電 気 事 業 法 第 2 条 の 13 に 定 め る 電 気 料 金 その 他 供 給 条 件 が 記 載され

た 書 面 の 交 付 を い います 。  

（ 24）  契 約 締 結 後 の 書 面 交付  

電 気 事 業 法 第 2 条 の 14 に 定 め る 電 気 料 金 その 他 供 給 条 件 が 記 載され

た 書 面 の 交 付 を い います 。  

（ 25）  消 費 税 等 相 当 額  

消 費 税 法 の 規 定 に より課 さ れ る 消 費 税 お よび地 方 税 法 の 規 定 に より課

さ れ る 地 方 消 費 税 に相当 す る 金 額 を い い ます。 こ の 場 合 、 そ の 計算の 結

果 、 1 円 未 満 の 端 数 が生 じ た 場 合 に は 、 その端 数 の 金 額 を 切 り 捨てま

す 。  

（ 26）  消 費 税 率  
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消 費 税 法 の 規 定 に もとづ く 税 率 に 地 方 税 法の規 定 に も と づ く 税 率を加

え た 値 を い い ま す 。  

（ 27） 取 次 契 約  

当 社 が 自 己 の 名 を 持って 、 本 小 売 電 気 事 業者の た め に 、 お 客 さ まとの

間 で 電 気 需 給 契 約 を締結 す る こ と に よ っ てお客 さ ま に 対 し 電 気 を小売 す

る こ と の 委 託 に 関 する、 当 社 と 本 小 売 電 気事業 者 と の 間 の 契 約 をいい ま

す 。  

（ 28） 小 売 電 気 事業 者  

一 般 の 需 要 に 応 じ 電気を 供 給 す る 事 業 を 営むこ と に つ い て 、 電 気事業

法 第 2 条 の 2 に 基 づ き登 録 を 受 け た 事 業 者をい い ま す 。  

3  単位および端数処理  

本 約 款 等 に お い て 電 気 料 金 そ の 他 を 計 算 す る 場 合 の 単 位 お よ び そ の 端

数 処 理 は 、 次 の と お り と し ま す 。  

（ 1）  契 約 負 荷 設 備 の 個 々の容 量 の 単 位 は 、 1 ワ ット ま た は 1 ボ ル トアン ペ

ア と し 、 そ の 端 数 は、小 数 点 以 下 第 1 位 で 四捨 五 入 し ま す 。  

（ 2）  契 約 容 量 の 単 位 は 、1 キ ロ ボ ル ト ア ン ペ アとし 、そ の 端 数 は 、小 数点 以

下 第 1 位 で 四 捨 五 入 しま す 。  

（ 3）  契 約 電 力 の 単 位 は、1 キ ロ ワ ッ ト と し 、そ の端 数 は 、小 数 点 以下 第 1 位

で 四 捨 五 入 し ま す 。ただ し 、電 気 料 金 メ ニ ュー 定 義 書 に お い て 、契約 電 力

と し て 定 め た 値 が 0.5 キ ロ ワ ッ ト 以 下 と なると き は 、契 約 電 力 を 0.5 キ ロ

ワ ッ ト と し ま す 。  

（ 4）  電 気 料 金 そ の 他 の 計算に お け る 合 計 金 額 の単位 は 、1 円 と し 、そ の端 数

は 、 切 り 捨 て ま す 。  

4  本約款等の変更  

（ 1）  当 社 は 、本 約 款、 11（電 気 料 金 メ ニ ュ ー） (1)の 電 気 料 金 メ ニ ュ ー定 義

書 、12（ 付 帯 メ ニ ュ ー）(1)の 付 帯 メ ニ ュ ー定 義 書 お よ び 13（ オ プ シ ョ ン

サ ー ビ ス ）(1)の 規 約（ 以 下「 本約 款 等 」とい い ま す 。）に 関 し て、託 送 約

款 が 改 定 さ れ た 場 合 、関 係 法 令・条 例・規 則等 の 改 正 に よ り 本 約款等 の 変

更 の 必 要 が 生 じ た 場 合 、 社 会 的 経 済 的 に 当 社 に 大 き な 影 響 を 及 ぼ す 事 象

の 発 生 そ の 他 当 社 が必要 と 判 断 し た 場 合 には、 民 法 第 548 条 の 4 の 定 型

約 款 の 変 更 の 規 定 に従い 、お 客 さ まの 了 承 を得 る こ と な く、本 約 款等 を 変

更 す る こ と が あ り ます。こ の 場 合 に は 、原 則と し て 、電 気 料 金 に かか わ る

条 件 は 変 更 の 効 力 発 生 日 直 後 の 電 気 の 計 量 日 か ら 、 そ の 他 の 供 給 条 件 は
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変 更 の 効 力 発 生 日 から、変 更 後 の 本 約 款 等 によ る も の と し ま す 。なお 、本

約 款 等 を 変 更 す る 場 合 に は 、 本 約 款 等 を 変 更 す る 旨 お よ び 変 更 後 の 本 約

款 等 の 内 容 な ら び に変更 の 効 力 発 生 日 を、書面 の 交 付 、イン タ ー ネッ ト 上

で の 開 示 ま た は 電 子メー ル ・ SMS の 送 信 その 他 当 社 が 適 当 と 判断し た 方

法（ 以 下「 当 社 が 適 当と 判 断 し た 方 法 」と いい ま す 。）に よ り 、お知 ら せ

し ま す 。  

（ 2）  本 約 款 等 の 変 更 ま たは契 約 の 変 更 に と も ない、(3)に 定 め る 場 合 を 除き 、

供 給 条 件 の 説 明 お よ び 契 約 締 結 前 の 書 面 交 付 お よ び 契 約 締 結 後 の 書 面 交

付 を 、以 下 の と お り 行う こ と に つ い て あ らかじ め 承 諾 し て い た だきま す 。 

①  供 給 条 件 の 説 明 お よ び 契 約 締 結 前 の 書 面 交 付 を 行 う 場 合 は 、 当 社 が

適 当 と 判 断 し た 方 法 に よ り 行 い 、 説 明 お よ び 記 載 を 要 す る 事 項 の う ち

当 該 変 更 を し よ う とする 事 項 の み を 説 明 し、記 載 し ま す 。  

②  契 約 締 結 後 の 書 面 交 付 を 行 う 場 合 に は 、 当 社 が 適 当 と 判 断 し た 方 法

に よ り 行 い 、当 社の 名称 お よ び 住 所 、契約 年月 日 、当 該 変 更 をし た事 項

な ら び に 供 給 地 点 特定番 号 を 記 載 し ま す 。  

（ 3）  本 約 款 等 の 変 更 が 、 法 令 の 制 定 ま た は 改 廃 に と も な い 当 然 必 要 と さ れ

る 形 式 的 な 変 更 そ の 他 の 電 気 需 給 契 約 の 実 質 的 な 変 更 を と も な わ な い 内

容 で あ る 場 合 に は 、 供 給 条 件 の 説 明 お よ び 契 約 締 結 前 の 書 面 交 付 に つ い

て は 、 説 明 を 要 す る 事 項 の う ち 当 該 変 更 を し よ う と す る 事 項 の 概 要 の み

を 書 面 を 交 付 す る こ と な く 説 明 す る こ と お よ び 契 約 締 結 後 の 書 面 交 付 を

し な い こ と に つ い てあら か じ め 承 諾 し て いただ き ま す 。  

5  実施細目  

本 約 款 等 の 実 施 上 必 要 な 細 目 的 事 項 は 、 本 約 款 等 の 趣 旨 に 則 り 、そ の つ

ど お 客 さ ま と 当 社 と の 協 議 に よ っ て 定 め ま す 。  
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II 電気需給契約 

6  電気需給契約の申し込み  

（ 1）  お 客 さ ま が 新 た に 当 社 と の 電 気 需 給 契 約 を 希 望 さ れ る 場 合 は 、 原 則 と

し て そ の ご 本 人 か ら、あ ら か じ め 本 約 款 等を承 認 の う え 、電 気 料 金メ ニ ュ

ー を １ つ 選 択 し 、 当 社 所 定 の 方 法 に よ り 必 要 事 項 を 明 ら か に し て 申 し 込

み い た だ き ま す 。  

（ 2）  申 し 込 み に あ た り 、お客 さ ま は 、37（ 電 気 需給 に と も な う お 客 さまの 協

力 ）に 定 め るも の の 他、託 送 約 款 で定 め る 需要 者 に 関 す る 事 項 につい て 遵

守 し て い た だ き ま す。  

7  電気需給契約の成立  

（ 1）  電 気 需 給 契 約 は 、 お 客 さ ま か ら の 申 し 込 み を 当 社 が 承 諾 し た と き に 成

立 し ま す 。  

（ 2）  当 社 は 、法 令、電 気 の需 給 状 況 、供 給 設備 の状 況 、お 申 し 込 み内 容の 不

備 、当 社 の 設定 す る 与信 基 準 等 に よ り、電 気需 給 契 約 の 申 し 込 みを承 諾 で

き な い 場 合 が あ り ます。  

8  電気需給契約の単位  

（ 1）  当 社 は 、電 気の １ 需 要場 所 に つ い て、原 則 １電 気 需 給 契 約 を 締 結しま す 。

た だ し 、電 灯ま た は 小型 機 器 と 動 力 を あ わせて 使 用 す る 需 要 の 場合は 、複

数 の 電 気 需 給 契 約 を締結 す る こ と が で き ます。  

（ 2）  １ 電 気 需 給 契 約 に は 、 お 客 さ ま が 選 択 し た １ 電 気 料 金 メ ニ ュ ー を 適 用

す る も の と し、適 用 条件 を 満 た す 場 合 に は、付 帯 メ ニ ュ ー を 適 用しま す 。  

9  電気の需給開始  

（ 1）  当 社 は 、お 客さ ま と の電 気 需 給 契 約 が 成 立した と き に は 、需 給 開 始に 必

要 な 手 続 き を 経 た のち、需 給 開 始 日よ り 電 気を 供 給 し ま す。こ の 場合 の 需

給 開 始 日 は 、以 下 の とお り と し 、需給 開 始 後す み や か に お 客 さ まに通 知 し

ま す 。  

①  他 の 小 売 電 気 事 業 者 等 ま た は 当 社 の 他 の 契 約 種 別 の 電 気 需 給 契 約 か

ら の 切 り 替 え に よ り需給 を 開 始 す る 場 合 は、原 則 と し て 、所 定の 手続 き

を 完 了 し た 後 に 到 来する 電 気 の 検 針 日 と します 。た だ し 、記録 型 計量 器

が 設 置 さ れ て い る 場合は こ の 限 り で は あ りませ ん 。  
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②  引 越 し（ 転 入 ）等 の 理由 で 、新 た に 電 気 の 需給 を 開 始 す る 場 合 は 、原

則 と し て 、お 客 さま の希 望 す る 日 と し ま す。た だ し 、い ず れ の事 業者 と

も 契 約 関 係 が な い 状 態 で 当 該 需 要 場 所 に て 電 気 の 使 用 を 開 始 し 、 後 に

当 社 と の 需 給 契 約 が 成 立 し た 場 合 に は 、 そ の 使 用 を 開 始 し た 日 と し ま

す 。  

（ 2）  当 社 は 、 一 般 送 配 電 事 業 者 に 起 因 す る 事 由 そ の 他 の や む を 得 な い 理 由

に よ っ て 、 あ ら か じ め 定 め た 需 給 開 始 日 に 電 気 を 供 給 で き な い こ と が あ

り ま す 。ま た 、申 し 込み に あ た り 必 要 な 事項に つ い て 、お 客 さ ま から 提 供

い た だ い た 情 報 に、不足 、不 備 、誤り 、一 般送 配 電 事 業 者 の 所 持する 情 報

と の 不 一 致 等 が あ る場合 、 電 気 の 供 給 を 開始で き な い こ と が あ ります 。  

10  供給の単位  

本 小 売 電 気 事 業 者 は 、 次 の 場 合 を 除 き 、 1 電 気 需 給 契 約 に つ き 、 1 供 給

電 気 方 式 、 1 引 込 み お よ び 1 計 量 を も っ て 電 気 を 供 給 し ま す 。  

①  共 同 引 込 線 （ 複 数 の電気 需 給 契 約 に 対 して 1 引 込 み に よ り 電 気 を供

給 す る た め の 引 込 線をい い ま す 。）によ る 引込 み で 電 気 を 供 給 する場 合  

②  そ の 他 技 術 上 、 経 済上や む を 得 な い 場 合  
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III 電気料金メニュー等 

11  電気料金メニュー  

（ 1）  電 気 料 金 メ ニ ュ ー に 関 す る 詳 細 事 項 は 、 電 気 料 金 メ ニ ュ ー 定 義 書 に て

定 め ま す 。  

（ 2）  電 気 料 金 メ ニ ュ ー 定義書 で は 、適 用 条件 、供給 電 気 方 式 、供給 電 圧お よ

び 周 波 数 、 契 約 電 力等を 定 め ま す 。  

12  付帯メニュー  

（ 1）  電 気 需 給 契 約 お よ び 電 気 料 金 メ ニ ュ ー に 付 帯 し て 提 供 す る 付 帯 メ ニ ュ

ー を 設 定 す る 場 合 に、そ の 付 帯 メ ニ ュ ー に関す る 詳 細 事 項 は、付 帯メ ニ ュ

ー 定 義 書 に て 定 め ます。  

（ 2）  付 帯 メ ニ ュ ー 定 義 書では 、 適 用 条 件 等 を 定めま す 。  

13  オプションサービス  

（ 1）  お 客 さ ま は 、 当 社 も し く は 当 社 が 委 託 す る サ ー ビ ス 提 供 会 社 が オ プ シ

ョ ン サ ー ビ ス を 提 供 す る 場 合 に 、 別 途 定 め る 規 約 に 従 っ て 利 用 い た だ け

ま す 。  

（ 2）  オ プ シ ョ ン サ ー ビ スの適 用 条 件 、適用 期 間 等の 内 容 に つ い て は、その 変

更 や 中 止 等 も 含 め て、当 社 ホ ー ム ペ ー ジ 等でお 知 ら せ し ま す 。  
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IV 電気料金の計算および支払い 

14  電気の検針  

（ 1）  電 気 の 検 針 は 、 月 ごとに 一 般 送 配 電 事 業 者が行 い ま す 。  

（ 2）  月 ご と の 電 気 の 検 針 日 は 、 お 客 さ ま の 属 す る 区 域 に 応 じ て 一 般 送 配 電

事 業 者 が 定 め ま す 。  

（ 3）  一 般 送 配 電 事 業 者 は 、 計 量 器 の 故 障 や 非 常 変 災 等 の 特 別 の 事 情 が あ る

場 合 に は 、月 ご と に 電気 の 検 針 を 行 わ な いこと が あ り ま す 。こ の 場合 、電

気 の 検 針 を 行 わ な い 月 に つ い て は 、 一 般 送 配 電 事 業 者 が あ ら か じ め 定 め

た 電 気 の 検 針 日 に 電気の 検 針 を 行 な っ た ものと し ま す 。  

15  電気の使用期間  

当 月 の 電 気 の 使 用 期 間 は 、前 月 の 電 気 の 計 量 日（ 一 般 送 配 電 事 業 者 が あ

ら か じ め 当 社 に 通 知 す る 電 力 量 ま た は 最 大 需 要 電 力 等 が 記 録 型 計 量 器 に

記 録 さ れ る 日 で 、検 針 日 以 前 の 日 を い い ま す 。）か ら 当 月 の 電 気 の 計 量 日 の

前 日 ま で の 期 間 と し 、 こ の 期 間 の 使 用 電 力 量 （ 以 下 「 当 月 の 使 用 電 力 量 」

と い い ま す 。） を も と に 、 電 気 料 金 を 計 算 し ま す 。  

た だ し 、電 気 の 需 給 を 開 始 し た 場 合 は 、需 給 開 始 日 か ら 直 後 の 電 気 の 計

量 日 の 前 日 ま で の 期 間 を 、電 気 需 給 契 約 を 解 約 し た 場 合 は 、直 前 の 電 気 の

計 量 日 か ら 解 約 日 の 前 日 ま で の 期 間 を 電 気 の 使 用 期 間 と し ま す 。  

16  電気の計量  

（ 1）  お 客 さ ま の 使 用 電 力量、最 大 需 要 電 力等 は 、原 則 と し て 、一般 送 配電 事

業 者 が 取 り 付 け た 記録型 計 量 器 に よ り 供 給電圧 と 同 位 の 電 圧 で 、 30 分 単

位 で 計 量 し 、 そ の 計量の 結 果 は 、 計 量 日 以降に 当 社 に 通 知 さ れ ます。  

（ 2）  電 気 の 検 針 を 行 わ な か っ た 場 合 や 計 量 器 の 故 障 等 に よ っ て 一 般 送 配 電

事 業 者 が 使 用 電 力 量 ま た は 最 大 需 要 電 力 等 を 正 し く 計 量 で き な か っ た 場

合 に は 、使 用 電 力 量 また は 最 大 需 要 電 力 等は、原 則 、託 送 約 款 に 定め る と

こ ろ に よ り 、 一 般 送 配 電 事 業 者 と 本 小 売 電 気 事 業 者 と の 協 議 に よ っ て 定

め 、必 要 に 応 じ て お 客さ ま と 当 社 と の 協 議 を踏 ま え て 当 社 が 決 定しま す 。 

（ 3）  当 社 は 、(1)お よ び (2)を も と に 、電 気 料 金 メニ ュ ー ご と に 必 要 な日区 分 、

時 間 区 分 ご と の 使 用電力 量 の 計 算 を 行 い ます。  

（ 4）  計 量 の 結 果 は 、 当 社所定 の 方 法 に よ り 、 お客さ ま に 通 知 し ま す 。  



13 

 

 

17  電気料金の計算  

（ 1）  電 気 料 金 は 、基 本 料 金、電 力 量 料 金 お よ び 別表 2（ 再 生 可 能 エ ネ ルギ ー

発 電 促 進 賦 課 金 ） (3)に よ っ て 計 算 さ れ た 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 発 電 促 進 賦

課 金 の 合 計 と し ま す。  

（ 2）  当 社 は 、電 気 料 金の 使用 期 間 を「 １ か 月」とし て 電 気 料 金 を 計 算しま す 。

た だ し 、電 気 の 需 給 を開 始 し 、ま た は 電 気 需給 契 約 を 解 約 し た 場合で 、需

給 開 始 日 か ら 最 初 の 電 気 の 計 量 日 の 前 日 ま で 、 も し く は 解 約 前 の 計 量 日

か ら 解 約 日 の 前 日 ま で の 日 数 （ 以 下 「 日 割 計 算 対 象 日 数 」 と い い ま す 。）

が 30 日 を 下 回 る と きを 除 き ま す 。  

（ 3）  電 気 料 金 は 、 選 択 した電 気 料 金 メ ニ ュ ー を適用 し て 計 算 し ま す 。  

（ 4）  電 気 料 金 メ ニ ュ ー に加え 、付 帯 メ ニュ ー が 適用 さ れ る 場 合、そ の 全て を

反 映 し て 電 気 料 金 を計算 し ま す 。  

18  日割計算  

（ 1）  当 社 は 、日 割 計 算対 象日 数 が 30 日 を 下 回 ると き は 、電 気 料 金メ ニュ ー

定 義 書 に も と づ き 、以下 の と お り 1 か 月 の 電気 料 金 を 計 算 し ま す。  

①  基 本 料 金 は 、 次 の 算式に よ り 日 割 計 算 を したも の に 読 み 替 え ま す。  

選 択 し た 電 気 料 金 メニュ ー に 定 め る 1 か 月 の基 本 料 金 ×（ 日 割 計 算対

象 日 数 ÷30）  

②  電 力 量 料 金 お よ び 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 発 電 促 進 賦 課 金 は 、 日 割 計 算

の 対 象 と な る 期 間 ごとの 使 用 電 力 量 に よ り計算 し ま す 。  

（ 2）  当 社 は 、日 割計 算 を する 場 合 に は 、必 要 に 応じ て そ の つ ど 計 量 値の確 認

を し ま す 。  

19  支払義務発生日  

１ か 月 の 電 気 料 金 の 支 払 義 務 発 生 日 （ 電 気 料 金 に つ い て お 客 さ ま と 当 社 と

の 間 で 具 体 的 な 債 権債務 が 確 定 し た 日 を いいま す 。）は、電 気 の検針 日 が 属 す

る 月 の 末 日 と し ま す。  

た だ し 、お 客 さ まが 電気 需 給 契 約 を 解 約 した場 合 の 、前 回 の 電気 の計 量 日 か

ら 解 約 日 ま で の 電 気 料 金 の 支 払 義 務 発 生 日 は 、 解 約 日 の 属 す る 月 の 末 日 と し

ま す 。  

20  支払期限日  

（ 1）  お 客 さ ま の 電 気 料 金は、 支 払 期 限 日 ま で に支払 っ て い た だ き ま す。  

（ 2）  支 払 期 限 日 は 、 支 払義務 発 生 日 の 翌 日 か ら起算 し て 50 日 目 と し ます 。 
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（ 3）  (2)の 支 払 期 限 日 が 日曜 日 、 銀 行 法 第 15 条 第 1 項 に 規 定 す る 政令 で 定

め る 日 お よ び 1 月 4 日 、 12 月 25 日 、 12 月 29 日 及 び 12 月 30 日 （ 以 下

「 当 社 が 定 め る 休 日 」と い い ま す 。）の 場 合に は 、そ の 直 後 の 当 社が 定 め

る 休 日 で な い 日 を 支払期 限 日 と し ま す 。  

21  電気料金の支払方法および支払日  

（ 1）  お 客 さ ま は 、電 気 料 金を 毎 月 お 支 払 い い ただき ま す 。お 客さ ま の 電気 料

金 の お 支 払 方 法 お よび支 払 日 は 、別表 １（電気 料 金 の 支 払 い 方 法およ び 支

払 日 ） に 定 め ま す 。  

（ 2）  当 社 は 、 お 客 さ ま に お 支 払 い い た だ い た 電 気 料 金 額 に 過 不 足 が あ る こ

と が 判 明 し た 場 合 、 使 用 電 力 量 お よ び 請 求 金 額 の 訂 正 そ の 他 過 不 足 が 生

じ た 事 由 の 如 何 に か か わ ら ず 、 そ の 支 払 い 過 剰 額 ま た は 不 足 額 を 遅 滞 な

く お 客 さ ま に お 知 ら せ し 、 原 則 お 知 ら せ し た 日 の 属 す る 月 の 翌 月 以 降 に

支 払 期 限 日 が 到 来 する電 気 料 金 と 精 算 い たしま す 。（ 精 算 時 に 当該電 気 料

金 の 支 払 期 限 日 が 到来し て い る か 否 か を 問いま せ ん 。）  

（ 3）  都 市 ガ ス 使 用 契 約 に よ る 合 算 メ ニ ュ ー が 適 用 さ れ て い る 場 合 、 お 客 さ

ま は 、支 払 義務 発 生 日が 翌 月 の ガ ス 料 金 をあわ せ て 、(1)お よ び (2)に よ ら

ず 、お 客 さ ま の ガ ス 料金 の お 支 払 方 法 に て 、毎 月 お 支 払 い た だ きます 。お

客 さ ま の 料 金 の お 支払方 法 お よ び 支 払 日 は、ガ ス 使 用 契 約 に よ ります 。  

（ 4）  都 市 ガ ス 使 用 契 約 以 外 の 合 算 メ ニ ュ ー が 適 用 さ れ て い る 場 合 、 お 客 さ

ま は 、支 払 義務 発 生 日が 同 じ 月 の ガ ス 料 金をあ わ せ て 、(1)か ら (3)に よ ら

ず 、お 客 さ ま の ガ ス 料金 の お 支 払 方 法 に て 、毎 月 お 支 払 い た だ きます 。お

客 さ ま の 料 金 の お 支払方 法 お よ び 支 払 日 は、ガ ス 使 用 契 約 に よ ります 。  

22  電気料金の支払がない場合の取扱い  

当 社 は 、お 客 さ まが 電気 料 金 を 、支 払 期限 日を 経 過 し て も な お 支払わ な い 場

合 、32（ 当 社 か ら の 電気 需 給 契 約 の 解 約 ）にも と づ き 、電 気 需 給 契約 を 解 約 す

る こ と が あ り ま す 。  

23  電気料金の支払い順序  

（ 1）  電 気 料 金 は 、 支 払 義務の 発 生 し た 順 序 で お支払 い い た だ き ま す 。  

（ 2）  合 算 メ ニ ュ ー が 適 用 さ れ て い る 場 合 も 、 支 払 義 務 の 発 生 し た 順 序 で お

支 払 い い た だ き ま す。支 払 義 務 の 発 生 が 同日の 場 合 に は 、事 前 に お申 し 出

が な い 限 り 、電 気 料 金、ガ ス 料 金 、ガ ス 料 金の 遅 収 加 算 額 の 順 に充当 し 、

電 気 料 金 や ガ ス 料 金 は 電 気 の 計 量 日 お よ び ガ ス の 検 針 日 の 古 い 順 序 で お

支 払 い い た だ き ま す。  



15 

 

 

V 電気の使用および供給 

24  適正契約の保持  

当 社 は 、お 客 さ ま と の 電 気 需 給 契 約 が 電 気 の 使 用 状 態 に 比 べ て 不 適 当 と

認 め ら れ る 場 合 に は 、お 客 さ ま に す み や か に 契 約 を 適 正 な も の に 変 更 し て

い た だ き ま す 。  

25  違約金  

お 客 さ ま が 32（ 当 社 か ら の 電 気 需 給 契 約 の 解 約 等 ）② ニ か ら ヘ の い ず れ

か に 該 当 し 、そ の た め に 電 気 料 金 の 全 部 ま た は 一 部 の 支 払 い を 免 れ た 場 合

に は 、本 小 売 電 気 事 業 者 が 託 送 約 款 の 定 め に よ り 一 般 送 配 電 事 業 者 か ら 請

求 さ れ た 金 額 を 当 社 が 請 求 さ れ た 場 合 は 、違 約 金 と し て お 客 さ ま か ら 申 し

受 け ま す 。  

26  使用の制限もしくは中止  

当 社 は 、 次 の 場 合 に は 、 一 般 送 配 電 事 業 者 の 都 合 等 に よ り 、 供 給 時 間 中

に お 客 さ ま に 電 気 の 使 用 を 制 限 し 、も し く は 中 止 し て い た だ く こ と が あ り

ま す 。  

①  一 般 送 配 電 事 業 者 が 維 持 お よ び 運 用 す る 供 給 設 備 に 故 障 が 生 じ 、 ま

た は 故 障 が 生 ず る おそれ が あ る 場 合  

②  一 般 送 配 電 事 業 者 が 維 持 お よ び 運 用 す る 供 給 設 備 の 点 検 、 修 繕 、 変

更 そ の 他 の 工 事 上 やむを 得 な い 場 合  

③  一 般 送 配 電 事 業 者 が そ の 他 電 気 の 需 給 上 ま た は 保 安 上 必 要 が あ る と

判 断 し た 場 合  

④  非 常 変 災 の 場 合  

27  損害賠償の免責  

（ 1）  26（ 使 用 の 制 限 も し くは 中 止 ）に よ っ て 電 気の 使 用 を 制 限 し 、も しく は

中 止 し た 場 合 で 、 そ れ が 当 社 の 責 め と な ら な い 理 由 に よ る も の で あ る と

き に は 、当 社は 、これに よ り お 客 さ ま の 受けた 損 害 に つ い て 賠 償の責 め を

負 い ま せ ん 。  

（ 2）  32（ 当 社 か ら の 電 気 需 給 契 約 の 解 約 等 ） に よ っ て 需 給 契 約 を 解 約 し た

場 合 に は 、当社 は 、これ に よ り お 客 さ ま の受け た 損 害 に つ い て 賠償の 責 め
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を 負 い ま せ ん 。  

（ 3）  漏 電 そ の 他 の 事 故 が 生 じ た 場 合 で 、 そ れ が 当 社 の 責 め と な ら な い 理 由

に よ る も の で あ る ときに は 、当 社 は、こ れによ り お 客 さ ま の 受 けた損 害 に

つ い て 賠 償 の 責 め を負い ま せ ん 。  

（ 4）  あ ら か じ め 定 め た 需給開 始 日 に 電 気 を 供 給でき な い 場 合 、当 社 は 、お 客

さ ま の 受 け た 逸 失 利益、間 接 損 害 、不 稼 働 損失 、特 別 損 害 等 の 損 害に つ い

て 賠 償 の 責 め を 負 いませ ん 。た だ し、当 社に故 意 ま た は 重 大 な 過失が あ る

場 合 は こ の 限 り で はあり ま せ ん 。  

（ 5）  当 社 が お 客 さ ま の 受 け た 損 害 に つ い て 賠 償 の 責 め を 負 う 場 合 で あ っ て

も 、当 社 が 賠償 す る 損害 の 範 囲 は 、当 社 に 故意 ま た は 重 過 失 が ある場 合 を

除 き 、 逸 失 利 益 を 除く通 常 か つ 現 実 の 損 害に限 る も の と い た し ます。  

28  設備の賠償  

お 客 さ ま が 故 意 ま た は 過 失 に よ っ て そ の 需 要 場 所 内 の 一 般 送 配 電 事 業

者 の 電 気 工 作 物 、電 気 機 器 そ の 他 の 設 備 を 損 傷 し 、ま た は 亡 失 し た 場 合 は 、

一 般 送 配 電 事 業 者 か ら 本 小 売 電 気 事 業 者 に 請 求 の あ っ た 金 額 を 当 社 が 請

求 さ れ た 場 合 は 、 賠 償 金 と し て お 客 さ ま に 負 担 し て い た だ き ま す 。  
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VI 電気需給契約の変更および解約 

29  他の電気料金メニューへの変更  

（ 1）  お 客 さ ま が 、 適 用 し て い る 電 気 料 金 メ ニ ュ ー か ら 他 の 電 気 料 金 メ ニ ュ

ー へ の 変 更 を 申 し 込み、当 社 が そ れ を 承 諾 した 場 合 に は 、お 客 さ まは 、電

気 料 金 メ ニ ュ ー を 変更す る こ と が で き ま す。  

（ 2）  他 の 電 気 料 金 メ ニ ュ ー へ の 変 更 に と も な い 、 当 社 が お 客 さ ま に 対 し 供

給 条 件 の 説 明 お よ び 書 面 交 付 お よ び 供 給 開 始 後 の 書 面 交 付 を 行 う 場 合 の

取 扱 い は 、 4（ 本 約 款等 の 変 更 ） (2)お よ び (3)に 準 じ ま す 。  

30  電気需給契約名義の変更  

新 た な お 客 さ ま が 、従 前 の お 客 さ ま の 電 気 需 給 契 約 に 関 す る す べ て の 権

利 義 務 を 受 け 継 ぎ 、当 社 と の 電 気 需 給 契 約 の 継 続 を 希 望 す る 場 合 は 、当 社

所 定 の 方 法 に よ り 契 約 名 義 の 変 更 を し て い た だ き ま す 。  

31  お客さまからの電気需給契約の解約  

（ 1）  引 越 し （ 転 出 ） 等 の理由 に よ る 電 気 需 給 契約の 解 約  

お 客 さ ま が 、 引 越 し等の 理 由 に よ り 電 気 需給契 約 を 解 約 し よ う とする

場 合 は 、 あ ら か じ めその 解 約 を 希 望 す る 日（以 下 「 解 約 希 望 日 」と い い

ま す 。） を 定め て 、 当社 所 定 の 方 法 で 当 社に申 し 出 て い た だ き ます。 当 社

は 、 お 客 さ ま の 申 し出を も と に 、 一 般 送 配電事 業 者 に 対 し て 、 解約 希 望

日 に 電 気 需 給 契 約 を解約 す る た め に 必 要 な手続 き を 行 い ま す 。  

当 社 は 、 以 下 の 場 合を除 き 、 お 客 さ ま が 申し出 た 解 約 希 望 日 を 解約日

と し ま す 。  

①  当 社 が お 客 さ ま の 解 約 の 申 し 出 を 、 実 際 に 使 用 を 廃 止 し た 日 以 降 に

受 け た 場 合 は 、原則 とし て そ の 申 し 出 を 受け付 け た 日（ 当 社 が定 める 休

日 で あ る 場 合 に は 、その 直 後 の 当 社 が 定 める休 日 以 外 の 日 と な ります 。）

を 解 約 日 と し ま す 。  

②  当 社 の 責 め と な ら ない理 由（ 災 害 等 不可 抗 力に よ る 場 合 を 除 き ます。）

に よ り 電 気 需 給 契 約 を 解 約 す る た め に 必 要 な 処 置 が で き な い 場 合 は 、

電 気 需 給 契 約 は 解 約 す る た め の 処 置 が 可 能 と な っ た 日 を 解 約 日 と し ま

す 。  

（ 2）  他 の 小 売 電 気 事 業 者への 契 約 切 り 替 え に よる解 約  
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①  お 客 さ ま が 当 社 との 電 気 需 給 契 約 を 解約し 、 新 た に 他 の 小 売電気 事

業 者 か ら 電 気 供 給 を受け る 場 合 に は 、 当 該小売 電 気 事 業 者 に 対 し契約

の 申 し 込 み を し て いただ き ま す 。 当 社 は 、当該 小 売 電 気 事 業 者 からの

依 頼 を 受 け 、 お 客 さまと 当 社 と の 電 気 需 給契約 を 解 約 す る た め に必要

な 処 置 を 行 い ま す 。この 場 合 、 電 気 需 給 契約は 、 当 該 小 売 電 気 事業者

か ら お 客 さ ま へ の 電気の 供 給 が 開 始 さ れ る日を 解 約 日 と し ま す 。  

②  ① に か か わ ら ず 、お 客 さ ま が 当 社 と 電気需 給 契 約 を 解 約 し 新たに 小

売 電 気 事 業 者 か ら 電気供 給 を 受 け る 場 合 に、お 客 さ ま か ら 当 社 に対し

解 約 の 申 し 出 が 必 要とな る 場 合 が あ り ま す。こ の 場 合 、 電 気 需 給契約

の 解 約 日 は 新 た な 小売電 気 事 業 者 か ら お 客さま へ の 電 気 の 供 給 が開始

さ れ る 日 と し ま す 。  

32  当社からの電気需給契約の解約等  

（ 1）当 社 は 、次 の 場 合 に は 、電 気 需 給 契 約 を 解 約 す る こ と が あ り ま す 。な

お 、② に 該 当 す る 場 合 を 除 き 、原 則 と し て 事 前 に そ の 旨 を お 客 さ ま に お 知

ら せ し ま す 。  

①  お 客 さ ま が 次 の い ずれか に 該 当 す る 場 合  

イ  電 気 料 金 を 支 払 期 限日を 経 過 し て な お 支 払わな い 場 合  

ロ  当 社 と の 他 の 契 約（ 既に 消 滅 し て い る も のを含 み ま す 。）に お け る債

務 を 期 日 ま で に 履 行しな い 場 合  

ハ  本 約 款 に よ っ て 支 払 い を 要 す る こ と と な っ た 電 気 料 金 以 外 の 債 務

（ 工 事 費 負 担 金 等 ）を履 行 し な い 場 合  

ニ  お 客 さ ま か ら 9（ 電 気の 需 給 開 始 ）の 需給 開始 に 必 要 と な る 情 報を提

供 い た だ け な い 等 、需給 開 始 に 向 け た 手 続きに 支 障 が あ る 場 合  

 

②  お 客 さ ま が 次 の い ず れ か に 該 当 し 、 一 般 送 配 電 事 業 者 か ら 託 送 供 給

を 停 止 さ れ た 場 合 または そ の 恐 れ が あ る 事実が 判 明 し た 場 合  

イ  お 客 さ ま の 責 め と なる理 由 に よ り 、 保 安 上の危 険 が 生 じ た 場 合  

ロ  需 要 場 所 内 の 一 般 送 配 電 事 業 者 の 電 気 工 作 物 を 故 意 に 損 傷 し 、 ま た

は 亡 失 し て 、 一 般 送配電 事 業 者 に 重 大 な 損害を 与 え た 場 合  

ハ  一 般 送 配 電 事 業 者 に 無 断 で 一 般 送 配 電 事 業 者 の 供 給 設 備 と お 客 さ ま

の 電 気 設 備 と の 接 続を行 な っ た 場 合  

ニ  電 気 工 作 物 の 改 変 等 に よ っ て 不 正 に 一 般 送 配 電 事 業 者 の 電 線 路 を 使

用 、 ま た は 電 気 を 使用さ れ た 場 合  

ホ  契 約 負 荷 設 備 以 外 の 負 荷 設 備 に よ っ て 電 気 を 使 用 し た に も か か わ ら
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ず 、 契 約 変 更 に 応 じない 場 合  

ヘ  電 灯 ま た は 小 型 機 器 を ご 使 用 の お 客 さ ま 向 け の 電 気 料 金 メ ニ ュ ー を

契 約 せ ず に 、 電 灯 または 小 型 機 器 を 使 用 した場 合  

ト  37（ 電 気 需 給 に と も なう お 客 さ ま の 協 力 ） (1)に 反 し て 、 一 般 送 配電

事 業 者 の 係 員 の 立 入 り に よ る 業 務 の 実 施 を 正 当 な 理 由 な く 拒 否 し た 場

合  

チ  37（ 電 気 需 給 に と も なう お 客 さ ま の 協 力 ） (2)に よ っ て 必 要 と な る措

置 を 講 じ ら れ な い 場合  

③  お 客 さ ま が 以 下 の いずれ か に 該 当 し た 場 合  

イ  仮 差 押 え 、 仮 処 分 、強制 執 行 も し く は 競 売の申 立 て を 受 け た 場 合  

ロ  破 産 、民 事 再 生、特 別清 算 、会 社 更 生 等の 手続 き 開 始 の 申 立 て があっ

た 場 合  

ハ  支 払 停 止 の 状 態 に 陥った 場 合  

ニ  手 形 不 渡 り 処 分 ま たは手 形 取 引 停 止 処 分 を受け た 場 合  

ホ  そ の 他 信 用 状 態 が 悪 化 し 、 も し く は そ の 恐 れ が あ る と 認 め ら れ る 理

由 が あ る と き  

ヘ  お 客 さ ま が 当 社 に 対 し 通 知 し た 内 容 が 事 実 と は 異 な る こ と が 判 明 し

た と き  

ト  本 約 款 等 お よ び 託 送約款 、 関 連 法 令 ・ 条 例・規 則 等 に 反 し た 場 合  

 （ 2）電 気 需 給 契 約は 、以 下 に 定 め ると ころ に よ り 、お 客 さま へ何 ら の 通 知 を

要 す る こ と な く 終 了 し ま す 。 な お 、 本 約 款 等 に お い て 、 本 項 に 基 づ く 電

気 需 給 契 約 の 終 了 は 解 約 に 準 じ 「 終 了 日 」 を 「 解 約 日 」 と し て 取 り 扱 い

ま す 。  

 ①  お 客 さ ま が 31（ お客 さ ま か ら の 電 気 需給契 約 の 解 約 ）(1)に よ る 通 知

を せ ず に 、 そ の 需 要 場 所 か ら 移 転 し 、 電 気 を 使 用 し て い な い こ と が 明

ら か だ と 当 社 が 判 断 し た 場 合 。 そ の 場 合 の 電 気 需 給 契 約 の 終 了 日 は 、

電 気 を 使 用 さ れ て い な い こ と が 明 ら か に な っ た 後 に 、 当 社 が 電 気 需 給

契 約 を 終 了 さ せ る 措置を 完 了 し た 日 と し ます。  

②  お 客 さ ま が そ の 需要 場 所 か ら 移 転 し、電気 を 使 用 し て い な いこと が 明

ら か だ と 一 般 送 配 電 事 業 者 が 判 断 し た 場 合 。 そ の 場 合 の 電 気 需 給 契 約

の 終 了 日 は 、 一 般 送 配 電 事 業 者 が 供 給 を 終 了 さ せ る た め の 処 置 を 行 っ

た 日 と し ま す 。  

 ③  合 算 メ ニ ュ ー が 適用 さ れ て い る お 客 さまが 、移 転 に と も な い 、電 気 需

給 契 約 の 継 続 に つ い て 特 段 の 意 思 表 示 な く ガ ス 使 用 契 約 を 解 約 し た 場

合 。 そ の 場 合 の 電 気 需 給 契 約 の 終 了 日 は 、 ガ ス を 使 用 さ れ て い な い こ

と を 当 社 が 認 知 し た 後 に 、 当 社 が 電 気 需 給 契 約 を 終 了 さ せ る 措 置 を 完
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了 し た 日 と し ま す 。  

（ 3） 当 社 は 、当 社の 責 め に よ ら な い 事由に よ り 電 気 の 供 給 が不可 能 も し く

は 著 し く 困 難 な 場 合 等 に は 、 原 則 と し て あ ら か じ め お 客 さ ま へ 通 知 の

上 で 、 当 社 か ら 電 気需給 契 約 を 解 約 す る ことが あ り ま す 。  

33  電気需給契約解約後の債権債務関係  

電 気 需 給 契 約 中 の 電 気 料 金 そ の 他 の 債 権 債 務 は 、電 気 需 給 契 約 の 解 約 に

よ っ て は 消 滅 し ま せ ん 。な お 、こ れ に は 支 払 義 務 発 生 日 の 到 来 し て い な い

も の も 含 み ま す 。  
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VII その他 

34  需給地点および施設  

（ 1）  電 気 の 需 給 地 点（ 電 気の 需 給 が 行 な わ れ る地点 を い い ま す 。）は、原 則

と し て 需 要 場 所 内 の 地 点 と し 、 一 般 送 配 電 事 業 者 の 電 線 路 ま た は 引 込 線

と お 客 さ ま の 電 気 設備と の 接 続 点 と し ま す。  

な お 、 お 客 さ ま と 一般送 配 電 事 業 者 と の 協議に よ り 別 途 定 め た 場合に

は 、 こ の 限 り で は ありま せ ん 。  

（ 2）  需 給 地 点 に 至 る ま での供 給 設 備 は 、一 般 送 配電 事 業 者 の 所 有 と し、お 客

さ ま が 工 事 費 負 担 金 等 一 般 送 配 電 事 業 者 に 支 払 っ て い た だ く 金 額 を 除 き 、

一 般 送 配 電 事 業 者 の負担 で 施 設 し ま す 。  

（ 3）  付 帯 設 備（ お客 さ ま の土 地 ま た は 建 物 に 施設さ れ る 供 給 設 備 を 支持し 、

ま た は 収 納 す る 工 作 物 お よ び そ の 供 給 設 備 の 施 設 上 必 要 な お 客 さ ま の 建

物 に 付 合 す る 設 備 を い い ま す 。） は 、 原 則 と し て 、 お 客 さ ま の 所 有 と し 、

お 客 さ ま の 負 担 で 施設し て い た だ き ま す。この 場 合 に は 、一 般 送 配電 事 業

者 が 付 帯 設 備 を 無 償で使 用 で き る も の と します 。  

35  工事費負担金  

（ 1）  お 客 さ ま が 以 下 の いずれ か に 該 当 し、か つ 、本 小 売 電 気 事 業 者 が一般 送

配 電 事 業 者 か ら お 客 さ ま に か か る 工 事 費 等 の 費 用 負 担 を 求 め ら れ 、 当 社

が 本 小 売 電 気 事 業 者 か ら 費 用 負 担 を 求 め ら れ た 場 合 に は 、 お 客 さ ま に は

そ の 費 用 を 負 担 し ていた だ き ま す 。な お 、当該 費 用 は 、託 送 約 款 の定 め に

従 い 一 般 送 配 電 事 業 者 が 計 算 し 、 原 則 と し て 工 事 着 手 前 に 負 担 い た だ き

ま す 。  

①  お 客 さ ま が 新 た に 電 気 の 使 用 を 開 始 、 電 気 料 金 メ ニ ュ ー を 変 更 ま た

は 契 約 電 力 等 を 増 加する 場 合  

②  お 客 さ ま が 新 た に 電 気 の 使 用 を 開 始 、 電 気 料 金 メ ニ ュ ー を 変 更 ま た

は 契 約 電 力 等 を 増 加 す る た め に 、 新 た に 特 別 の 供 給 設 備 を 施 設 す る 場

合  

③  新 た な 電 気 の 使 用 ま た は 契 約 電 力 等 の 増 加 に と も な わ な い で 、 お 客

さ ま の 希 望 に よ っ て供給 設 備 を 変 更 す る 場合  

④  お 客 さ ま が 、 契 約 電 力 等 を 新 た に 設 定 し 、 ま た は 増 加 し た 日 以 降 １
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年 に 満 た な い で 電 気 の 使 用 を 廃 止 し よ う と し 、 ま た は 契 約 電 力 等 を 減

少 し よ う と す る 場 合  

⑤  そ の 他 お 客 さ ま の 都合に も と づ く 場 合  

（ 2）  お 客 さ ま が 希 望 す る 場 合 ま た は 当 社 が 必 要 と す る 場 合 は 、 工 事 費 等 に

関 す る 必 要 な 事 項 に つ い て 、 原 則 と し て 工 事 着 手 前 に 工 事 費 等 に 関 す る

契 約 書 を 作 成 し ま す。  

（ 3）  工 事 完 成 後 、工 事 着 手前 に 負 担 い た だ い た工事 費 負 担 金 と、実 際 の工 事

費 負 担 金 に 差 異 が あ り 、 一 般 送 配 電 事 業 者 か ら 本 小 売 電 気 事 業 者 が 精 算

を 求 め ら れ 、本 小 売 電気 事 業 者 か ら 当 社 が 精算 を 求 め ら れ た 場 合には 、お

客 さ ま に 負 担 い た だきま す 。  

36  需給開始に至らないで電気需給契約を解約する場合等の費用の申受け  

供 給 設 備 の 一 部 ま た は 全 部 を 施 設 し た 後 、お 客 さ ま の 都 合 に よ っ て 電 気

需 給 開 始 に 至 ら な い で 電 気 需 給 契 約 を 解 約 ま た は 変 更 す る 場 合 は 、一 般 送

配 電 事 業 者 か ら 本 小 売 電 気 事 業 者 が 請 求 さ れ 、本 小 売 電 気 事 業 者 か ら 当 社

が 請 求 さ れ た 費 用 を お 客 さ ま に 負 担 い た だ き ま す 。供 給 設 備 の 工 事 が 行 わ

れ ず 、一 般 送 配 電 事 業 者 か ら 測 量 監 督 等 に 要 し た 費 用 を 本 小 売 電 気 事 業 者

が 請 求 さ れ 、本 小 売 電 気 事 業 者 か ら 当 社 が 請 求 さ れ た と き も 、当 該 費 用 を

負 担 い た だ き ま す 。  

37  電気需給にともなうお客さまの協力  

（ 1）  立 入 業 務 へ の 協 力  

一 般 送 配 電 事 業 者 は、当 社 が 本 約 款 に よ る 電気 需 給 契 約 遂 行 上 必要と

認 め る 場 合 、 お よ び一般 送 配 電 事 業 者 が 電気業 務 上 必 要 と 認 め る場合 に

は 、 お 客 さ ま の 承 諾を得 て お 客 さ ま の 土 地もし く は 建 物 に 立 ち 入るこ と

が あ り ま す 。 こ の 場合に は 、 正 当 な 理 由 がない 限 り 、 立 ち 入 る ことお よ

び 業 務 を 実 施 す る ことを 承 諾 し て い た だ きます 。  

な お 、 お 客 さ ま の 求めに 応 じ 、 係 員 は 所 定の証 明 書 を 提 示 し ま す。  

（ 2）  電 気 の 使 用 に と も なう協 力  

①  お 客 さ ま の 電 気 使 用 に よ り 、 次 の 原 因 等 で 第 三 者 の 電 気 の 使 用 を 妨

害 し 、も し く は 妨害 する お そ れ が あ る 場 合、ま た は 一 般 送 配 電 事業者 の

電 気 工 作 物 に 支 障 を 及 ぼ し 、 も し く は 支 障 を 及 ぼ す お そ れ が あ る 場 合

に は 、お 客 さ ま の負 担で 、必 要 な 調 整 装置 また は 保 護 装 置 を 需 要 場所 に

施 設 し て い た だ き ます。特 に 必 要 が あ る場 合に は 、お 客 さ ま の負 担で 、

一 般 送 配 電 事 業 者 が 供 給 設 備 を 変 更 し 、 ま た は 専 用 供 給 設 備 を 施 設 し
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ま す 。  

イ  負 荷 等 の 特 性 に よ って各 相 間 の 負 荷 が 著 しく平 衡 を 欠 く 場 合  

ロ  負 荷 等 の 特 性 に よ って電 圧 ま た は 周 波 数 が著し く 変 動 す る 場 合  

ハ  負 荷 等 の 特 性 に よ って波 形 に 著 し い ひ ず みを生 ず る 場 合  

ニ  著 し い 高 周 波 ま た は高調 波 を 発 生 す る 場 合  

ホ  そ の 他 イ 、 ロ 、 ハ または ニ に 準 ず る 場 合  

②  お 客 さ ま が 発 電 設 備 を 一 般 送 配 電 事 業 者 の 供 給 設 備 に 電 気 的 に 接 続

し て 使 用 さ れ る 場 合は、① に 準 じ て 取 り扱 いま す 。な お 、こ の場 合の 連

系 条 件 は 、 一 般 送 配 電 事 業 者 が 定 め る 系 統 連 系 に 関 す る 契 約 要 綱 等 に

よ り ま す 。  

（ 3）  制 限 お よ び 中 止 へ の協力  

当 社 が 、 26（ 使 用 の 制限 も し く は 中 止 ） によっ て 、 お 客 さ ま の 電気の

使 用 を 制 限 も し く は中止 す る 場 合 に は 、 必要に 応 じ て お 客 さ ま に協力 を

し て い た だ き ま す 。  

（ 4）  必 要 な 用 地 の 提 供 の協力  

電 気 の 供 給 に と も ない一 般 送 配 電 事 業 者 が施設 ま た は 所 有 す る 供給設

備 の 工 事 お よ び 維 持のた め に 必 要 な 用 地 の確保 等 に つ い て 協 力 をして い

た だ き ま す 。  

（ 5）  保 安 等 に 対 す る 協 力  

①  次 の 場 合 に は 、 お 客 さ ま か ら す み や か に そ の 旨 を 一 般 送 配 電 事 業 者

に 通 知 し て い た だ きます 。こ の 場 合 に は、一般 送 配 電 事 業 者 は、ただ ち

に 適 当 な 処 置 を し ます。  

イ  引 込 線 、 計 量 器 等 そ の 他 お 客 さ ま の 需 要 場 所 内 の 一 般 送 配 電 事 業 者

の 電 気 工 作 物 に 異 状もし く は 故 障 が あ り 、また は 異 状 も し く は 故障が 生

ず る お そ れ が あ る 場合  

ロ  お 客 さ ま の 電 気 工 作 物 に 異 状 も し く は 故 障 が あ り 、 ま た は 異 状 も し

く は 故 障 が 生 ず る おそれ が あ り 、そ れ が 一 般送 配 電 事 業 者 の 供 給設備 に

影 響 を 及 ぼ す お そ れがあ る 場 合  

②  お 客 さ ま が 、 一 般 送 配 電 事 業 者 の 供 給 設 備 を 使 用 し な い こ と が 明 ら

か な 場 合 で 、一 般送 配電 事 業 者 が 保 安 上 必要と 認 め る と き は 、そ の期 間

に つ い て 、 一 般 送 配電事 業 者 は 、 ① に 準 じて、 適 当 な 処 置 を し ます。  

③  お 客 さ ま が 、 一 般 送 配 電 事 業 者 の 供 給 設 備 に 直 接 影 響 を 及 ぼ す よ う

な 物 件 の 設 置 、変更 また は 修 繕 工 事 を さ れる場 合 お よ び 物 件 の 設置、変

更 ま た は 修 繕 工 事 を さ れ た 後 、 そ の 物 件 が 一 般 送 配 電 事 業 者 の 供 給 設
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備 に 直 接 影 響 を 及 ぼ す こ と と な っ た 場 合 に は 、 そ の 内 容 を 一 般 送 配 電

事 業 者 に 通 知 し て いただ き ま す 。こ の 場合 にお い て 、保 安 上 特に 必要 が

あ る と き に は 、 一 般 送 配 電 事 業 者 の 求 め に 応 じ て そ の 内 容 の 変 更 を し

て い た だ き ま す 。  

④  一 般 送 配 電 事 業 者 は 、 必 要 に 応 じ て 、 電 気 の 供 給 に 先 だ ち 、 受 電 電

力 を し ゃ 断 す る 開 閉 器 の 操 作 方 法 等 に つ い て 、 お 客 さ ま と 協 議 を 行 な

い ま す 。  

（ 6）  調 査 へ の 協 力  

①  お 客 さ ま が 電 気 工 作 物 の 変 更 の 工 事 を 行 な っ た 場 合 に は 、 そ の 工 事

が 完 成 し た と き 、 す み や か に そ の 旨 を 一 般 送 配 電 事 業 者 ま た は 経 済 産

業 大 臣 の 登 録 を 受 けた登 録 調 査 機 関 に 通 知して い た だ き ま す 。  

②  一 般 送 配 電 事 業 者 が お 客 さ ま の 電 気 工 作 物 が 技 術 基 準 に 適 合 し て い

る か ど う か を 調 査 するに あ た り 、必 要 があ ると き は 、お 客 さ ま に 電気 工

作 物 の 配 線 図 を 提 示して い た だ き ま す 。  

38  消費税法改正の場合の取扱い  

消 費 税 法 が 改 正 さ れ た 場 合 、当 社 は 、当 該 改 正 消 費 税 法 に 則 り 電 気 料 金

を 計 算 の 上 、 お 客 さ ま か ら 申 し 受 け ま す 。 こ の 場 合 、 消 費 税 等 相 当 額 お よ

び 消 費 税 率 も 改 正 消 費 税 法 に よ り ま す 。  

39  専属的合意管轄裁判所  

電 気 需 給 契 約 に か か わ る 訴 訟 に つ い て は 、小 田 原 簡 易 裁 判 所 ま た は 横 浜

地 方 裁 判 所 を 第 一 審 の 専 属 的 合 意 管 轄 裁 判 所 と し ま す 。  

40  反社会勢力の排除  

（ 1）  お 客 さ ま 及 び 当 社 は、電 気 需 給 契 約 成 立 時にお い て 、自 己ま た は 自己 の

役 員 が 、暴 力 団 、暴 力団 員 、暴 力 団 準 構 成 員、暴 力 団 関 係 企 業・団体 、総

会 屋 等 そ の 他 こ れ らに準 ず る 者（ 以下 総 称 して「 暴 力 団 員等 」と いい ま す 。）

及 び 以 下 の 各 号 の い ず れ か 一 に も 該 当 し な い こ と を 表 明 し 、 か つ 将 来 に

わ た っ て も 該 当 し ないこ と を 表 明 し 、保 証 する も の と し ま す 。た だし 、法

令 に よ り 取 引 が 義 務付け ら れ て い る も の を除き ま す 。  

①  暴 力 団 員 等 が 経 営 を支配 し て い る と 認 め られる 関 係 を 有 す る こ と  

②  暴 力 団 員 等 が 経 営 に 実 質 的 に 関 与 し て い る と 認 め ら れ る 関 係 を 有 す

る こ と  

③  自 己 、 自 社 も し く は 第 三 者 の 不 正 の 利 益 を 図 る 目 的 ま た は 第 三 者 に
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損 害 を 加 え る 目 的 を も っ て す る 等 、 不 当 に 暴 力 団 員 等 を 利 用 し て い る

と 認 め ら れ る 関 係 を有す る こ と  

④  暴 力 団 員 等 に 対 し て 資 金 等 を 提 供 し 、 ま た は 便 宜 を 供 与 す る 等 の 関

与 を し て い る と 認 められ る 関 係 を 有 す る こと  

⑤  役 員 ま た は 経 営 に 実 質 的 に 関 与 し て い る 者 が 暴 力 団 員 等 と 社 会 的 に

非 難 さ れ る べ き 関 係を有 す る こ と  

（ 2）  お 客 さ ま 及 び 当 社 は、自 ら ま た は 第 三 者 を利用 し て 、以 下の 各 号 のい ず

れ か 一 に で も 該 当 する行 為 を 行 わ な い こ とを表 明 し 、 保 証 し ま す。  

①  暴 力 的 な 要 求 行 為  

②  法 的 な 責 任 を 超 え た不当 な 要 求 行 為  

③  取 引 に 関 し て 、 脅 迫的な 言 動 を し 、 ま た は暴力 を 用 い る 行 為  

④  風 説 を 流 布 し 、 偽 計 を 用 い ま た は 威 力 を 用 い て 相 手 方 の 信 用 を 毀 損

し 、 ま た は 相 手 方 の業務 を 妨 害 す る 行 為  

⑤  そ の 他 前 各 号 に 準 ずる行 為  

（ 3）  お 客 さ ま 及 び 当 社 は、相 手 方 が (1)ま た は (2)に 違 反 し た 場 合 は、相手 方

の 有 す る 期 限 の 利 益を喪 失 さ せ 、また 、通知ま た は 催 告 等 何 ら の手続 を 要

し な い で 直 ち に 電 気 需 給 契 約 を 解 除 す る こ と が で き 、 当 該 解 除 に よ り 相

手 方 が 被 っ た 損 害 につき 、 一 切 の 義 務 及 び責任 を 負 い ま せ ん 。  
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付則 

1  本約款の実施期日  

本 約 款 は 、 2023 年 9 月 1 日 か ら 実 施 し ま す 。  

2  送配電事業者  

1（ 適 用 ） (1)で 定 め る 一 般 送 配 電 事 業 者 は 、 東 京 電 力 パ ワ ー グ リ ッ ド 株

式 会 社 と し ま す 。  

 

3  取次契約を締結する小売電気事業者  

当 社 が 取 次 契 約 を 締 結 す る 小 売 電 気 事 業 者 は 、東 京 ガ ス 株 式 会 社 と し ま

す 。  

4  電気需給契約上の地位の移転  

(1)  当 社 が 、取 次 契 約 の 終 了 等 の 事 由 に よ り 、お 客 さ ま に 対 し 電 気 を 小 売

す る こ と が で き な く な る 見 込 み の あ る 場 合 、 原 則 と し て 、 事 前 に 当 社

ホ ー ム ペ ー ジ に て お 知 ら せ し ま す 。  

(2) （ １ ）の 場 合 、お 客 さ ま が 他 の 小 売 電 気 事 業 者 へ の 契 約 切 り 替 え を 希 望

さ れ る 場 合 を 除 き 、 当 社 は 、 お 客 さ ま へ の 電 気 供 給 を 継 続 さ せ る 観 点

か ら 、 お 客 さ ま と の 合 意 に よ り 、 電 気 需 給 契 約 上 の 当 社 の 地 位 を 本 小

売 電 気 事 業 者 ま た は 本 小 売 事 業 者 と 取 次 契 約 を 締 結 す る 他 の 事 業 者 に

対 し 、 移 転 す る 手 続 き を 行 い ま す 。 た だ し 、 こ の 場 合 、 本 小 売 電 気 事

業 者 ま た は 当 該 他 の 事 業 者 の 電 気 供 給 約 款 等 が 適 用 さ れ る た め 、 お 客

さ ま と 当 社 と の 電 気 供 給 約 款 に お け る 需 給 条 件 は 変 更 さ れ る 場 合 が あ

り ま す 。  

 

5  記録型計量器以外の計量器で計量する場合の特別措置  

（ 1）  30 分 ご と に 計 量 す るこ と が で き な い 計 量器（ 以 下 「 記 録 型 計 量器以 外

の 計 量 器 」と い い ま す 。）で 計 量 す ると き の供 給 条 件 に つ い て は 、次 の と

お り と し ま す 。  

①  電 気 の 使 用 期 間  
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当 月 の 電 気 の 使 用 期間は 、 前 月 の 電 気 の 検針日 か ら 当 月 の 電 気 の検

針 日 の 前 日 ま で の 期間（ た だ し 、 電 気 の 使用期 間 の 始 期 以 降 当 該電気

の 使 用 期 間 の 終 期 までの 間 に 記 録 型 計 量 器によ る 計 量 が 可 能 と なった

場 合 は 、 当 該 電 気 の使用 期 間 の 翌 月 の 電 気の使 用 期 間 は 、 当 月 の電気

の 検 針 日 か ら 翌 月 の電気 の 計 量 日 の 前 日 までの 期 間 と し 、 当 該 電気の

使 用 期 間 の 翌 々 月 以降の 電 気 の 使 用 期 間 は、本 則 に よ る も の と し、以

下 「 検 針 期 間 等 」 といい ま す 。） とし ま す 。た だ し 、 当 社 が 電 気の需

給 を 開 始 し 、 ま た は電気 需 給 契 約 を 解 約 した場 合 の 電 気 の 使 用 期間

は 、 そ の 需 給 開 始 日から 直 後 の 電 気 の 検 針日の 前 日 ま で の 期 間 または

直 前 の 電 気 の 検 針 日から 解 約 日 の 前 日 ま での期 間 と し ま す 。  

②  電 気 料 金 の 計 算  

イ  当 社 は 、電 気料 金 の 使用 期 間 を「 1 か 月」とし て 電 気 料 金 を 計 算しま

す 。た だ し 、電 気 の 需給 を 開 始 し 、ま た は 電気 需 給 契 約 を 解 約 した場 合

で 、需 給 開 始 日 か ら 最初 の 電 気 の 検 針 日 の前日 ま で 、も し く は 解 約前 の

電 気 の 検 針 日 か ら 解約日 の 前 日 ま で の 日 数（以 下「 日 割 計 算 対 象 検針 日

数 」 と い い ま す。） が 30 日 を 下 回 る と き を除 き ま す 。  

ロ  当 社 は 、日 割 計 算 対象検 針 日 数 が 30 日 を 下 回 る と き は 、電 気 料金メ

ニ ュ ー に も と づ き 、以下 の と お り 基 本 料 金を日 割 計 算 し ま す 。  

選 択 し た 電 気 料 金 メニュ ー に 定 め る 1 か 月 の基 本 料 金 ×（ 日 割 計

算 対 象 検 針 日 数 ÷30）  

（ 2）  低 圧 で 供 給 す る 場 合 で 、 記 録 型 計 量 器 以 外 の 計 量 器 で 計 量 す る と き の

使 用 電 力 量 お よ び 契約電 力 等 に つ い て は 、次の と お り と し ま す 。  

①  移 行 期 間 に お け る 30 分 ご と の 使 用 電 力 量  

そ の 1 か 月 の う ち 記 録型 計 量 器 以 外 の 計 量器で 計 量 す る 期 間 （ 以下

「 移 行 期 間 」 と い います 。） に お け る 30 分 ごと の 使 用 電 力 量 は 、移行

期 間 に お い て 計 量 された 使 用 電 力 量 を 移 行期間 に お け る 30 分 ご と の

使 用 電 力 量 と し て 均等に 配 分 し て え ら れ る値と し ま す 。 た だ し 、移行

期 間 の 使 用 電 力 量 を時間 帯 区 分 ご と に 計 量する 場 合 は 、 移 行 期 間にお

い て 時 間 帯 区 分 ご とに計 量 さ れ た 使 用 電 力量を そ れ ぞ れ の 時 間 帯区分

の 30 分 ご と の 使 用 電力 量 と し て 均 等 に 配分し て 得 ら れ る 値 と しま

す 。  

②  移 行 期 間 に お い て 電 気 料 金 メ ニ ュ ー や 契 約 電 力 等 （ 以 下 「 電 気 料 金

等 」 と い い ま す。） の変 更 が あ っ た 場 合 の 30 分 ご と の 使 用 電 力 量  
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電 気 料 金 等 を 変 更 したこ と に よ り 、 電 気 料金メ ニ ュ ー で 定 め る 基本

料 金 、 電 力 量 料 金 等に変 更 が あ っ た と き は 、移 行 期 間 に お け る 使用電

力 量 を 、 電 気 料 金 等の変 更 の あ っ た 日 の 前後の 期 間 の 日 数 に そ れぞれ

契 約 電 力 等 を 乗 じ た値の 比 率 に よ り 区 分 して 計 算 し ま す 。  

こ の 場 合 、 移 行 期 間にお け る 電 気 料 金 等 の変更 の あ っ た 日 の 前 後の

接 続 供 給 電 力 量 を 、①に 準 じ て 、 30 分 ご と の 接 続 供 給 電 力 量 として 均

等 に 配 分 し ま す 。  
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別表 

1  電気料金の支払方法および支払日  

電 気 料 金 の 支 払 方 法 お よ び 支 払 日 は 以 下 の 通 り と な り ま す 。 た だ し 、 お 客

さ ま の 電 気 の 使 用 用 途 等 に よ り 、 当 社 が 別 途 認 め た 場 合 は こ の 限 り で は あ り

ま せ ん 。な お 、支 払 方 法 の お 申 し 込 み が 無 い 場 合 は 、原 則 と し て (3)払 込 み の

方 法 に よ り お 支 払 い い た だ き ま す 。  

（ 1）  口 座 振 替 の 方 法 で 支 払 わ れ る 場 合 は 、 当 社 ま た は 当 社 が 指 定 し た 金 融

機 関（ 以 下「 金 融 機 関」と い い ま す 。）所 定の 方 法 に よ り あ ら かじめ 当 社

ま た は 金 融 機 関 に 申し込 ん で い た だ き ま す。そ の 場 合 、料金 の 口 座振 替 日

は 当 社 が 指 定 し た 日 と し 、 お 客 さ ま の 口 座 か ら 引 き 落 と さ れ た 日 に 当 社

に 対 す る 支 払 い が なされ た も の と し ま す。なお 、口 座 振 替の 手 続 きが 完 了

す る ま で は 料 金 を 以下の 方 法 で お 支 払 い いただ き ま す 。  

①  新 た に 電 気 の 使 用 を申し 込 ま れ た お 客 さ まは払 込 み の 方 法  

②  ① 以 外 の お 客 さ ま は口座 振 替 申 込 時 点 で ご利用 い た だ い て い る 方法  

ま た 、口 座 振 替 の 方 法 に よ り お 支 払 い を いただ い て い る 場 合 で あって 、

お 客 さ ま の 口 座 か ら引き 落 と し が な さ れ なかっ た 料 金 は 、原 則 と して

払 込 み の 方 法 に よ りお支 払 い い た だ き ま す。  

（ 2）  当 社 指 定 の ク レ ジ ットカ ー ド 会 社（ 以下「 クレ ジ ッ ト カ ー ド 会 社」と い

い ま す 。）と の 契 約にも と づ き ク レ ジ ッ トカー ド 会 社 に 毎 月 継 続して 立 替

え さ せ る 方 法 に よ り お 支 払 い い た だ く 場 合 は 、 当 社 ま た は ク レ ジ ッ ト カ

ー ド 会 社 所 定 の 方 法 に よ り あ ら か じ め 当 社 ま た は ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社

に 申 し 込 ん で い た だきま す 。そ の 場合 、クレジ ッ ト カ ー ド 会 社 から当 社 に

対 す る 立 替 払 い が さ れ た 日 に 当 社 に 対 す る 支 払 い が な さ れ た も の と し ま

す 。な お、ク レ ジ ットカ ー ド 払 い の 手 続 きが完 了 す る ま で は 料 金を以 下 の

方 法 で お 支 払 い い ただき ま す 。  

①  新 た に 電 気 の 使 用 を申し 込 ま れ た お 客 さ まは払 込 み の 方 法  

②  ① 以 外 の お 客 さ ま は ク レ ジ ッ ト カ ー ド 払 い 申 込 時 点 で ご 利 用 い た だ

い て い る 方 法  

ま た 、ク レ ジ ッ ト カ ード 払 い の 方 法 に よ りお支 払 を い た だ い て いる場
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合 で あ っ て 、ク レ ジ ット カ ー ド 会 社 か ら 当社へ の 支 払 い が な さ れなか

っ た 料 金 は 、 原 則 と し て 払 込 み の 方 法 に よ り お 支 払 い い た だ き ま す 。 

（ 3）  払 込 み の 方 法 で 支 払われ る 場 合 は 、当 社 指 定の 様 式 に よ り、ま た は当 社

が 指 定 し た 債 権 管 理 回 収 業 に 関 す る 特 別 措 置 法 に 基 づ く 債 権 回 収 会 社

（ 以 下「 債 権 回 収 会 社」と い い ま す 。）所 定の 方 法 に よ り 、当 社 また は 債

権 回 収 会 社 が 指 定 し た コ ン ビ ニ エ ン ス ス ト ア 等 に て お 支 払 い い た だ き ま

す 。そ の 場 合、そ のコン ビ ニ エ ン ス ス ト ア等に 払 い 込 ま れ た 日 に当社 に 対

す る 支 払 い が な さ れたも の と し ま す。な お、債 権 回 収 会 社 所 定 の方法 に よ

り 支 払 わ れ る 場 合 、所定 の 手 数 料 を ご 負 担いた だ く 場 合 が あ り ます。  

2  再生可能エネルギー発電促進賦課金  

（ 1）  再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー発電 促 進 賦 課 金 単 価  

再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー発電 促 進 賦 課 金 単 価 は、再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー特別

措 置 法 第 36 条 第 2 項 に 定 め る 納 付 金 単 価に相 当 す る 金 額 と し 、再生 可

能 エ ネ ル ギ ー 特 別 措置法 第 32 条 第 2 項 の 規 定 に 基 づ き 納 付 金 単価を 定

め る 告 示 （ 以 下 「 納付金 単 価 を 定 め る 告 示」と い い ま す 。） お よ び回 避 可

能 費 用 単 価 等 を 定 める告 示 に よ り 定 め ま す。  

な お 、 当 社 は 、 再 生可能 エ ネ ル ギ ー 発 電 促進賦 課 金 単 価 を あ ら かじめ

当 社 の ホ ー ム ペ ー ジに掲 示 し ま す 。  

（ 2）  再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー発電 促 進 賦 課 金 単 価 の適用  

(1)に 定 め る 再 生 可 能エ ネ ル ギ ー 発 電 促 進賦課 金 単 価 は 、 当 該 再生可 能

エ ネ ル ギ ー 発 電 促 進賦課 金 単 価 に 係 る 納 付金単 価 を 定 め る 告 示 がなさ れ

た 年 の 4 月 の 計 量 日 から 翌 年 の 4 月 の 計 量 日の 前 日 ま で の 期 間 に使用 さ

れ る 電 気 に 適 用 し ます。  

（ 3）  再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー発電 促 進 賦 課 金 の 計 算  

①  再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー発電 促 進 賦 課 金 は、そ の 1 月 の 使 用 電 力 量 に (1)

に 定 め る 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 発 電 促 進 賦 課 金 単 価 を 適 用 し て 計 算 し ま

す 。  

な お 、 再 生 可 能 エ ネルギ ー 発 電 促 進 賦 課 金の計 算 に お け る 合 計 金額

の 単 位 は 、 1 円 と し 、そ の 端 数 は 、 切 り 捨てま す 。  

②  お 客 さ ま の 事 業 所 が再生 可 能 エ ネ ル ギ ー 特別措 置 法 第 37 条 第 1 項

の 規 定 に よ り 認 定 を 受 け た 場 合 で 、 お 客 さ ま か ら 当 社 に そ の 旨 を 申 し

出 て い た だ い た と き の 当 該 事 業 所 で 使 用 さ れ る 電 気 に 係 る 再 生 可 能 エ

ネ ル ギ ー 発 電 促 進 賦課金 は 、 お 客 さ ま か らの申 し 出 の 直 後 の 4 月の 計
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量 日 か ら 翌 年 の 4 月の 計 量 日 （ お 客 さ まの事 業 所 が 再 生 可 能 エネル ギ

ー 特 別 措 置 法 第 37 条 第 5 項 ま た は 第 6 項 の 規 定 に よ り 認 定 を取り 消

さ れ た 場 合 は 、そ の直後 の 計 量 日 と し ま す。）の 前 日 ま で の 期 間にお い

て 、① に か か わ らず 、① に よ っ て 再 生 可 能エネ ル ギ ー 発 電 促 進 賦課金 と

し て 計 算 さ れ た 金 額 か ら 、 当 該 金 額 に 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 特 別 措 置 法

第 37 条 第 3 項 に 規定 す る 政 令 で 定 め る割合 と し て 再 生 可 能 エネル ギ

ー 電 気 の 利 用 の 促 進 に 関 す る 特 別 措 置 法 施 行 令 に 定 め る 割 合 を 乗 じ て

え た 金 額 （ 以 下 「 減 免 額 」 と い い ま す 。） を 差 し 引 い た も の と し ま す 。 

な お 、 減 免 額 の 単 位は、 1 円 と し 、 そ の 端 数は 、 切 り 捨 て ま す 。  


